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松 田 町 告 示 ８ １ 号  

 松 田 町 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 の 取 扱 い に 関 す る 要 綱 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

  令 和 ３ 年 ８ 月 １ ７ 日  

松 田 町 長  本  山  博  幸  

松 田 町 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 の 取 扱 い に 関 す る  

要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 一 人 ひ と り が 互 い に 人 権 を 尊 重 し 、 多 様

性 を 認 め 合 い な が ら 、 自 分 ら し く 生 き 生 き と 暮 ら せ る 社 会 の

実 現 を 目 指 し 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 の 取 扱 い に つ い て 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）  パ ー ト ナ ー シ ッ プ  互 い を 人 生 の パ ー ト ナ ー と し

て 、 原 則 と し て 同 居 し 、 日 常 生 活 に お い て 経 済 的 、 物 理 的

か つ 精 神 的 に 相 互 に 協 力 し 合 う こ と を 約 束 し た ２ 人 の 関 係

を い う 。  

（ ２ ）  宣 誓  パ ー ト ナ ー シ ッ プ に あ る ２ 人 が 、 町 長 に 対

し 、 双 方 が 互 い の パ ー ト ナ ー で あ る こ と を 誓 う こ と を い

う 。  

（ 宣 誓 者 の 要 件 ）  

第 ３ 条  宣 誓 を す る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も

該 当 す る 者 と す る 。  

（ １ ）  民 法 第 ４ 条 に 規 定 す る 成 年 に 達 し て い る こ と 。  

（ ２ ）  町 内 の 同 一 住 所 に 居 住 し て い る こ と 、 又 は 一 方 が 町

内 に 住 所 を 有 し か つ ３ 月 以 内 に 他 方 が 当 該 住 所 へ の 転 入 を

予 定 し て い る 若 し く は 双 方 が 町 内 の 同 一 住 所 へ の 転 居 を 予

定 し て い る こ と 。 た だ し 、 同 一 住 所 に 居 住 す る こ と が で き
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な い 特 別 の 理 由 が あ る と 町 長 が 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で

は な い 。  

（ ３ ）  現 に 婚 姻 し て い な い こ と 及 び 宣 誓 を し よ う と す る 者

以 外 の 者 と パ ー ト ナ ー シ ッ プ に な い こ と 。  

（ ４ ）  宣 誓 を し よ う と す る 者 同 士 が 近 親 者 （ 直 系 血 族 又 は

三 親 等 内 の 傍 系 血 族 若 し く は 直 系 姻 族 を い う 。 ） で な い こ

と 。 た だ し 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に あ る 者 同 士 が 養 子 縁 組 を

し て い る 場 合 を 除 く 。  

（ 宣 誓 の 方 法 ）  

第 ４ 条  宣 誓 を し よ う と す る 者 （ 以 下 「 宣 誓 者 」 と い う 。 ）

は 、 宣 誓 を す る 日 （ 以 下 「 宣 誓 日 」 と い う 。 ） を 予 約 の 上 、

揃 っ て 町 職 員 の 面 前 に お い て 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓 書 （ 第

１ 号 様 式 。 以 下 「 宣 誓 書 」 と い う 。 ） に 自 ら 記 入 し 、 次 に 掲

げ る 書 類 を 添 え て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 宣 誓 者 の 一 方 又 は 双 方 が 宣 誓 書 に 自 ら 記 入 す る こ と が で

き な い と 町 長 が 認 め る と き は 、 こ れ を 代 筆 さ せ る こ と が で き

る 。  

（ １ ）  宣 誓 を す る 場 合 に お い て 、 宣 誓 者 が 町 内 に 住 所 を 有

す る と き は 、 住 民 票 の 写 し 又 は 住 民 票 記 載 事 項 証 明 書 （ 宣

誓 日 以 前 ３ 月 以 内 に 交 付 さ れ た も の に 限 る 。 ）  

（ ２ ）  現 に 婚 姻 を し て い な い こ と を 証 明 す る 書 類 （ 宣 誓 日

以 前 ３ 月 以 内 に 交 付 さ れ た も の に 限 る 。 ）  

（ ３ ）  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 町 長 が 必 要 と 認 め る 書

類  

２  宣 誓 者 は 、 町 長 に 対 し て 当 該 宣 誓 者 が 本 人 で あ る こ と を 明

ら か に す る た め 、 次 に 掲 げ る 書 類 の い ず れ か を 提 示 す る も の

と す る 。  

（ １ ）  個 人 番 号 カ ー ド  

（ ２ ）  旅 券  

（ ３ ）  運 転 免 許 証  
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（ ４ ）  在 留 カ ー ド  

（ ５ ）  前 ４ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 官 公 署 が 発 行 し た 免 許

証 、 許 可 証 又 は 資 格 証 明 書 等 で あ っ て 、 本 人 の 顔 写 真 が 貼

付 さ れ た も の  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 示 を

す る こ と が で き な い 場 合 は 、 町 長 が 適 当 と 認 め る 書 類 の 提 示

を 求 め る こ と に よ り 、 本 人 で あ る こ と を 確 認 す る こ と が で き

る 。  

４  前 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 町 内 に 転 入 予 定 で あ る 者 は 、 宣 誓 日

か ら ３ 月 以 内 に 、 住 民 票 の 写 し 等 、 町 内 へ の 転 入 を 証 明 す る

書 類 を 町 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

５  前 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 同 一 住 所 に 居 住 予 定 で あ る 者 は 、 原

則 と し て 、 宣 誓 日 か ら ３ 月 以 内 に 、 住 民 票 の 写 し 等 、 同 居 の

事 実 を 証 明 す る 書 類 を 町 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

６  宣 誓 書 の 提 出 は 、 町 長 が 指 定 す る 場 所 に お い て 行 う 。  

（ 通 称 名 の 使 用 ）  

第 ５ 条  宣 誓 者 は 、 性 別 違 和 等 で 町 長 が 特 に 理 由 が あ る と 認 め

る 場 合 は 、 宣 誓 書 に お い て 通 称 名 （ 戸 籍 上 の 氏 名 に 代 え て 広

く 通 用 し て い る 呼 称 を い う 。 ） を 使 用 す る こ と が で き る 。  

２  宣 誓 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 通 称 名 の 使 用 を 希 望 す る 場 合

は 、 日 常 生 活 に お い て 当 該 通 称 名 を 使 用 し て い る こ と が 確 認

で き る 書 類 を 宣 誓 時 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 受 領 証 の 交 付 ）  

第 ６ 条  町 長 は 、 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 宣 誓 書 の 提 出 が あ

っ た 場 合 に お い て 、 宣 誓 者 が 第 ３ 条 各 号 に 掲 げ る 要 件 に 該 当

す る と 認 め る と き は 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 （ 第 ２

号 様 式 ） 及 び パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 カ ー ド （ 第 ３ 号

様 式 ） （ 以 下 「 受 領 証 等 」 と い う 。 ） に 当 該 宣 誓 書 の 写 し を

添 え て 、 宣 誓 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

２  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 宣 誓 書 に 通 称 名 が 使 用 さ れ た と き
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は 、 当 該 通 称 名 及 び 戸 籍 に 記 載 さ れ て い る 氏 名 を 受 領 証 等 に

記 載 す る も の と す る 。  

（ 紛 失 等 に よ る 再 交 付 の 申 請 ）  

第 ７ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受 領 証 等 の 交 付 を 受 け た 者

（ 以 下 「 受 領 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 受 領 証 等 を 紛 失 し 若 し

く は き 損 し 、 又 は 改 姓 し 若 し く は 改 名 し た と き は 、 パ ー ト ナ

ー シ ッ プ 宣 誓 書 受 領 証 等 再 交 付 申 請 書 （ 第 ４ 号 様 式 。 以 下

「 再 交 付 申 請 書 」 と い う 。 ） に よ り 、 町 長 に 受 領 証 等 の 再 交

付 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 再 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場

合 は 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受 領 証 等 が 返 還 さ れ た と き

又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 受 領 証 等 が 返 還 さ れ た も の と み

な し た と き を 除 き 、 受 領 証 等 を 再 交 付 す る も の と す る 。  

（ 受 領 証 等 の 返 還 ）  

第 ８ 条  受 領 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 第

４ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 場 所 に 来 庁 し 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓

書 受 領 証 等 返 還 届（ 第 ５ 号 様 式 。以 下「 返 還 届 」と い う 。）に

受 領 証 等 を 添 え て 、町 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。た だ し 、

次 の 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 で あ っ て 、 一 方 が 転 勤 、 親 族 の 看

病 そ の 他 の や む を 得 な い 事 情 を 理 由 と し て 一 時 的 に 町 外 へ の

転 出 を す る と き に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ １ ）  当 事 者 の 意 思 に よ り 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ が 解 消 さ れ

た と き 。  

（ ２ ）  一 方 又 は 双 方 が 町 外 に 転 出 し た と き 。  

（ ３ ）  そ の 他 宣 誓 者 の 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 。  

２  町 長 は 、 受 領 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と が 判

明 し た と 認 め る と き は 、 宣 誓 を 無 効 と し 、 前 項 の 規 定 に よ り

受 領 証 等 が 返 還 さ れ た も の と み な す こ と が で き る 。  

（ １ ）  パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 有 し な い と 認 め る と き 。  

（ ２ ）  宣 誓 書 の 内 容 に 虚 偽 が あ っ た と 認 め る と き 。  
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（ ３ ）  そ の 他 宣 誓 者 の 要 件 に 該 当 し な い と 認 め る と き 。  

（ ４ ）  第 ４ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 反 し 、 町 内 へ の 転 入 を 証 明 す

る 書 類 を 提 出 し な い と 認 め る と き 。  

３  町 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受 領 証 等 が 返 還 さ れ た と き 又

は 前 項 の 規 定 に よ り 受 領 証 等 が 返 還 さ れ た も の と み な し た と

き は 、 受 領 証 等 の 交 付 番 号 （ 受 領 証 等 ご と に 付 与 さ れ た 番 号

を い う 。） を 公 表 す る こ と が で き る 。  

（ 自 治 体 間 で の 相 互 利 用 ）  

第 ９ 条  受 領 者 は 、 本 町 が パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓 制 度 に 係 る 相

互 利 用 に 関 す る 協 定（ 以 下「 協 定 」と い う 。）を 締 結 し て い る

自 治 体 へ 転 出 す る 場 合 で 、 町 長 に パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣 誓 書 受

領 証 等 継 続 使 用 届（ 第 ６ 号 様 式 。以 下「 継 続 使 用 届 」と い う 。）

を 提 出 し た と き は 、 当 該 転 出 先 の 自 治 体 に お い て 本 町 が 交 付

し た 受 領 証 等 を 継 続 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 継 続 使 用 届 の 提 出 が あ っ た と き

は 、 届 出 者 の 同 意 の 上 、 転 出 先 の 協 定 を 締 結 し て い る 自 治 体

に 当 該 届 出 書 の 写 し 等 の 書 類 を 提 供 す る も の と す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 町 長 は 、 該 当 の 受 領 証 等 の 交 付 番 号 を 公 表 す る

こ と が で き る 。  

３  本 町 と 協 定 を 締 結 し て い る 自 治 体 か ら 本 町 に 転 入 し た 者 で 、

当 該 自 治 体 の 首 長 に 継 続 使 用 届 を 提 出 し た 者 は 、 当 該 自 治 体

が 交 付 し た 受 領 証 等 を 本 町 に お い て 継 続 し て 使 用 す る こ と が

で き る 。  

４  第 １ 項 の 規 定 に よ り 継 続 し て 使 用 し て い る 受 領 証 等 の 再 交

付 及 び 返 還 に つ い て は 、 協 定 を 締 結 し て い る 自 治 体 が 定 め る

規 定 を 準 用 す る 。  

５  第 ３ 項 の 規 定 に よ り 継 続 し て 使 用 し て い る 受 領 証 等 の 再 交

付 に つ い て は 、 第 ７ 条 の 規 定 を 準 用 し 、 返 還 に つ い て は 、 第

８ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 本 人 確 認 ）  
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第 １ ０ 条  第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受 領 証 等 の 再 交 付 を 申 請

し そ の 交 付 を 受 け る と き 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受 領 証

等 の 返 還 を 届 け 出 る と き 及 び 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 本 町

と 協 定 を 締 結 し て い る 自 治 体 で の 受 領 証 等 の 継 続 使 用 を 届 け

出 る と き に つ い て は 、 第 ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 を 準 用

す る 。  

（ 宣 誓 書 の 保 存 期 間 ）  

第 １ １ 条  宣 誓 書 の 保 存 期 間 は 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受

領 証 等 が 返 還 さ れ た 日 又 は 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 受 領 証

等 が 返 還 さ れ た も の と み な し た 日 か ら 起 算 し て ５ 年 間 と す る 。 

（ 事 務 の 所 管 ）  

第 １ ２ 条  パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 宣 誓 の 取 扱 い に 関 す る 事 務 は 、

福 祉 課 に お い て 行 う 。  

（ そ の 他 の 事 項 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


